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12月８日
12月15日
12月22日
12月23日

栄　町　　82－2002
安塚１　　86－0123
安塚２　　86－0011
上通町　　82－0057

◆壬生町休日当番医　９：00～17：00

※所在地につきましては、電話等でご確認ください。
◆栃木地区急患センター（下都賀郡市医師会病院隣）
　　休　　日　　　　９：00～21：00
　　平日の夜間診療　19：00～22：00
※栃木地区急患センター　栃木市境町27－15　　22－8699
◆休日夜間救急当番医　21：00～翌日９：00

　※食品衛生法に基づく基準値（平成24年４月１日）
　以上のとおり、水道水から放射性物質は検出されません
でした。
　なお、県内の他市町の検査結果については、栃木県のホ
ームページにて公表されています。

○定例会予定　12月10日　から
○会期日程等　詳細については、12月６日までに町のＨＰ
　　　　　　　にてお知らせします。
◎問合せ先　町議会事務局　　81－1866　FAX82－2006

松 本 内 科 医 院
佐 藤 医 院
島 田 医 院
小 倉 医 院

12月８日
12月15日
12月22日
12月23日

栃木市　　22－7722
栃木市　　22－2551
栃木市　　22－2551
壬生町　　87－2199

と ち の 木 病 院
下 都 賀 総 合 病 院
下 都 賀 総 合 病 院
獨協医科大学病院

壬生町水道水の
放射性物質測定結果

放射性ヨウ素
I－131

検出値
検出限界値
飲食物摂取
制限に関す
る指標値

検出されず
0．9Bq/kg

10Bq/kg

0．9Bq/kg 1．0Bq/kg
検出されず 検出されず
Cs－134 Cs－137

放射性セシウム

採取場所：南部配水場　　採取日：11月13日

◇日　時　平成26年１月12日
　・ 受　付 ９：00～９：45
　・ 式典・記念写真撮影等 10：00～12：00
◇会　場
　・壬生中央公民館　大ホール（城址公園ホール）
　※ご来場は送迎又は乗り合わせでお願いいたします。
◇対　象　平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれ
　　　　　の方
◇案内状　11月中旬に案内はがきを郵送します。
　　　　　（11月１日現在で町内に住民登録をしている方）
※以下の場合は、11月以降に生涯学習課へお問い合わせく
　ださい。
　・町内に住民登録をしていない方で本町での出席を希望
　　する場合
　・はがきが届かない場合
〈申し出事項〉氏名、生年月日、郵便番号、住所、電話番
　　　　　　　号、世帯主名、卒業した中学校名
◎連絡先　町教育委員会生涯学習課社会教育係
　　　　　　0282－81－1873  FAX 0282－82－0935
　　　　　E－mail：kyoiku@town.mibu.tochigi.jp

「人権相談」
　家庭生活や社会生活を営むうえで、自分の力では解決で
きない人権問題がございましたらお気軽にご相談ください。
　相談員は人権擁護委員です。
「行政相談」
　国や国の関係行政機関が行う仕事に関する意見等がござ
いましたら、お気軽に定期相談をご利用ください。
　相談は定期的に開設しているほか、自宅でも随時受付し
ております。本町の行政相談員は次の方々です。
　・相田喜久夫　氏　　82－0603
　・粂川　元一　氏　　86－3869
12月定期相談日
　12月19日　　南犬飼地区公民館　13：30～16：00
　予約の必要はありませんが、お待たせしないために事前
予約をお勧めいたします。（相談無料・秘密厳守）
◎問合せ先　人権相談…町民生部生活環境課　　81－1826
　　　　　　行政相談…町総務部総合政策課　　81－1814
　また、宇都宮地方法務局栃木支局において、毎週水・木
曜日（祝休日を除く）９：30～15：30、人権擁護委員によ
る常設相談が開設されています。（　0570－003－110）

受診する際は、事前に電話確認をしてからお出かけください。
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議会からのお知らせ ●
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いつでも聞ける電話広報はこちら（　82ー2121）
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　いつまでも素敵なママでいるために、お子さんと一緒に
遊びましょう。
お子さんにとっても楽しい「親子ビクス」に参加してみま
せんか？
○講　　師　OKJエアロビックファミリー認定インストラクター
　　　　　　大橋光子　氏
○日　　時　１月17日
　　　　　　第１回しっかりあんよコース　
　　　　　　10：00～10：45　 受付９時50分まで
　　　　　　第２回よちよちコース　
　　　　　　11：00～11：45　　受付10時50分まで
○場　　所　保健福祉センター　大会議室　
○対　　象　壬生町在住の親子（０歳～就園前のお子さん）
○定　　員　各20組
○受　　付　12月２日　　９時～
○内　　容　０歳からの簡単な親子ビクス実技
○持 ち 物　タオル・飲み物　
○そ の 他　動きやすい服装で参加しましょう！
※詳しくはひよこにお問い合わせ下さい。　　　　
◎申込み先　子育て支援センター ひよこ　　82－8882

○移動図書館（BM）12月の日程

※なお、天候や行事の都合により上記日程、時間が変更に
　なることがありますので、ご了承ください。
○おはなしひろば12月の日程
　　図書館では、ボランティアによる子ども向けのよみき
　かせ「おはなしひろば」を開催しております。
　・日　時　12月７日・14日・21日　　14：00～14：45
　・会　場　図書館２階　児童室
◎問合せ先　壬生町立図書館　　82－8543

「クリスマス演奏会」
◆開 催 日　12月23日（月・祝）
　　　　　　午前の部11：00～
　　　　　　午後の部14：00～
（１日２回公演各回約30分）
　吹奏楽団「宇都宮音楽集団」によるクリスマスソングや
お子様向け音楽の演奏会を開催します。 
◆当日入館されたこどもたちに「ガチャ（カプセルおもち
　ゃ）」のプレゼントもあるよ！
　（※数量限定のため、なくなり次第終了となります）

◎毎週末の催し◎
おもちゃ博物館への入館者対象の催しです。
☆第１日曜日（12月１日）
「マジックショー」（13：30～14：00）
☆第２日曜日（12月８日）
「おりがみ教室」（14：00～15：00）
☆第３日曜日（12月15日）
「おもちゃ病院」【受付】13：00～15：30
おもちゃの修理をします。（お１人様１点）
※毎月第３日曜日は「家庭の日」として、中学生以下のお
　子様は入館無料です！
◎問合せ先　壬生町おもちゃ博物館　　86－7111
　　　　　　ホームページアドレス
　　　　　　http：//www.mibutoymuseum.com/

　栃木県教育委員会では、保護者や子どもの悩みや不安に
対応するため、総称を「ホットほっと電話相談」として「家
庭教育ホットライン」、「いじめ相談さわやかテレホン」
の電話相談窓口とメール相談窓口を設置しております。
○保護者専用　家庭教育ホットライン
　　お子さんのしつけや子育てなど、家庭教育や学校生活
　のことで困っていること、悩んでいることがありません
　か？
　◎電 話 相 談　　028－665－７８６７
　◎メール相談　http：//www.hothotmail.jp
○子ども専用　いじめ相談さわやかテレホン
　・いじめられていませんか？いじめられているのを見た
　　ことはありませんか？
　・自分のこと、勉強や進路のこと、学校のこと、友達の
　　こと、家族のことなどで悩んでいることはありません
　　か？
　　一人で悩まず、ダイヤルしてください。メールでも受
　　け付けています。
　◎電 話 相 談　　028－665－９９９９
　◎メール相談　http：//www.hothotmail.jp

おお はしみつ  こ

10日

11日

12日

13日

17日

18日

19日

20日

羽生田小学校

壬生北小学校

藤井小学校

安塚小学校

児童館

壬生東小学校

睦小学校

稲葉小学校

おもちゃのまち
（なかた洋品店
駐車場）

13：00～14：00

13：00～15：00

13：30～14：30

13：00～15：30

11：00～12：00

13：00～15：30

13：00～15：30

13：00～14：30

14：00～16：0025日

ひとりで   　   な や む な

しあわせもとめて       きゅーきゅーきゅーきゅー

図書館からのおしらせ

かんぴょうの歌CD絶賛発売中　１枚500円　
楽しく歌って、美味しく食べよう!！

　稲葉地区公民館、南犬飼地区公民館、役場農政課で販売中
詳しくは　町経済部農政課農業振興係（　81－1839）
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　恒例となりました「おもちゃ団地チャリティバザール」
が今年も開催されます。
このバザールは、団地在籍企業の製品・商品を展示販売し、
収益の一部を地元に社会福祉費として寄附し、地域社会に
貢献すると共に会員企業の振興と団地活性化を目的として
います。ぜひ、ご家族そろってお出かけください。
○日　　　時　12月７日　・８日　　９：00～15：00　　
　　　　　　　（雨天決行）
○場　　　所　壬生町おもちゃ団地協同組合グラウンド　
　　　　　　　バンダイモールドセンター&バンダイミュージアム
○内　　　容　玩具・文房具・雑貨等の販売、模擬店、ア
　　　　　　　トラクション
○アトラクション　①バトロボーグミニ大会
　　　　　　　　１回目　10：30～　２回目　13：30～
　　　　　　　②仮面ライダーフォーゼ握手撮影会
　　　　　　　　１回目　11：00～　２回目　13：30～
　　　　　　　　３回目　15：00～
　　　　　　　③リカちゃんサンタ握手撮影会
　　　　　　　　１回目　10：00～　２回目　12：00～
　　　　　　　　３回目　14：00～
　　　　　　　④シルバニア「ショコラウサギ」握手撮影会
○無料シャトルバス運行 （８：00～15：30）
　運行ルート１　壬生町おもちゃ博物館⇔会場
　　　　　　　　臨時駐車場・バスのりば：壬生総合公園
　　　　　　　　「C」駐車場　
　　　　　　　　※ご利用者に「壬生町おもちゃ博物館入
　　　　　　　　　館割引券」プレゼント
　運行ルート２　東武鉄道おもちゃのまち駅⇔会場
　　　　　　　　バスのりば：おもちゃのまち駅東口
　　　　　　　　※ご利用者に「東武鉄道オリジナルクリ
　　　　　　　　　アファイル」プレゼント
○そ　の　他　『電車でエコ』
　　　　　　　東武鉄道「おもちゃのまち駅」を下車され
　　　　　　　たご来場者様におもちゃなどが当たる抽選
　　　　　　　券をプレゼント
○主　　　催　おもちゃ団地協同組合、おもちゃ団地企業
　　　　　　　連絡協議会
◎問合せ先　おもちゃ団地協同組合　事務局　　86－0331

 

　長い経験とキャリアの持ち主、元大工さんなどが技と心
で研ぎます。
　12月10日　　役場本庁西側車庫
　12月17日　　南犬飼出張所自転車置場
◆時　　間　９：00～13：00
◆料　　金　鎌（小）100円・草刈鎌、菜切り包丁　250円
　　　　　　出刃350円・刈込みハサミ、ナタ　450円
　　　　　　※刃こぼれ、サビ落としは、割り増し100円
◎問合せ先　（社）シルバー人材センター
　　　　　　　82－4682　FAX82－4687

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～

○日　　　　時　平成26年１月５日　　開会式９：30
　　　　　　　　実施10：00～10：50
○場　　　　所　壬生中央公民館中ホール
○参 加 者　壬生町在住の小中高校生及び壬生町に通
　　　　　　　　学の高校生　
○参 加 費　一人500円（当日納入）
○主　　　　催　壬生町書初め席書大会実行委員会
○共　　　　催　壬生町教育委員会　壬生町文化協会
○申込及び方法　12月20日　までに中央公民館に必要事
　　　　　　　　項（氏名ふりがな・保護者名・住所・電
　　　　　　　　話番号・学校名・学年）を電話又はファ
　　　　　　　　ックスでお申し込みください。
○募 集 人 数　100名
○持参するもの   参加者は、書初め用下敷き、大筆、小筆、
　　　　　　　　墨液、など書道道具一式と新聞紙10枚ほ
　　　　　　　　どを持参してください。なお、書初め用
　　　　　　　　の用紙及び手本は主催者側が用意いたし
　　　　　　　　ます。
○作品の提出　参加者は１点提出してください。
○表　　　　彰　特選１点､優秀賞２点､優良賞､奨励賞若
　　　　　　　　干名を表彰いたします。（入賞者には別
　　　　　　　　途通知いたします）
　　　　　　　　参加賞は参加者全員へお渡しいたします。
○表 彰 式　平成26年１月19日　10：00から中央公
　　　　　　　　民館研修室にて行います。
○作品の展示　参加作品は、平成26年１月19日　～26
　　　　　　　　　まで中央公民館ロビーに展示いたし
　　　　　　　　ます。
◎問 合 せ 先　壬生中央公民館
　　　　　　　　　82－0108　FAX　82－0042

○開催日時　12月21日　　９：00～12：00まで
○開催場所　石橋地区消防組合　消防本部３階　大会議室
○講習内容　①救命手当ての必要性　②心肺蘇生法（実技）
　　　　　　③ＡＥＤの使い方　④その他
○受 講 料　無料
◎問合せ先　石橋地区消防組合　警防課　救急救助係
　　　　　　　0285－53－6167

刃物研ぎのお知らせ 普通救命（定期）
講習会開催について

AED

毎月第３日曜日は家庭の日です。
この機会に家族の絆を深めてみませんか？　　　　　　
※一部施設で優待制度があります。（詳細は県ＨＰ参照）
詳しくは　町教育委員会事務局生涯学習課　（　81－1873）



◆テーマ展　
○「秋の虫・冬の虫」
《期　間》　１月26日　まで
○おじいさんやおばあさんの子どものころの暮らし
《期　間》　12月10日　～３月30日　まで
　衣・食・住・遊びに関連する用具類を中心に、昭和初期
　の暮らしの様子を紹介します。
－講座関連－
○「おじいさんやおばあさんの民話語り」
《日　時》　12月14日　・21日　　14：30～15：00
《会　場》　展示室２・体験コーナー
◆体験学習
○落ち葉のステンドグラス
《日　時》　12月７日　　14：00～15：00
《会　場》　博物館研修室
《対　象》　小中学生（保護者同伴）
○ワークシートに挑戦
《日　時》　12月14日　　10：00～11：30
《会　場》　展示室
《対　象》　小中学生（同伴保護者は要観覧料）
◆映画会
○名画鑑賞「奥様は魔女」　
《日　時》　12月15日　　14：00～15：20
《会　場》　博物館講堂
※鑑賞無料、当日直接会場へ
※申込みは電話で、参加費が必要な場合もあります。
◎問合せ先　栃木県立博物館　　028－634－1311 , 1312　
　　　　　　ホームページアドレス
　　　　　　http：//www.muse.pref.tochigi.lg.jp/

◆重度障害者介護料支給の制度のご案内
○対 象 者　自動車、オートバイ事故により、脳、脊髄、
　　　　　　胸腹部臓器を損傷し、後遺障害の程度が次に
　　　　　　該当される方
　・常時要介護の方　月額58,570円～136,880円
　・随時要介護の方　月額29,290円～54,000円
◆育英資金貸付制度（無利子）のご案内
○対 象 者　保護者の方が自動車、オートバイ事故に遭われ
　　　　　　て亡くなられたり、重い後遺障害を残すことと
　　　　　　なったご家庭の中学生以下のお子様が対象。
　・貸付金一時金155,000円／月額20,000円／入学支度金44,
　　000円。返還方法は卒業後20年以内の均等払い。
※高校・大学等へ進学した場合は在学期間中返還猶予
◎問合せ先
NASVA自動車事故対策機構 栃木支所　　028－622－9001
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◆期　　日　平成26年１月18日　～19日　（１泊２日）
◆内　　容　栃木県子ども総合科学館：プラネタリウム鑑賞、
　　　　　　太陽観察
　　　　　　とちぎ海浜自然の家：星空観察、塩づくり、
　　　　　　貝殻キーホルダーづくり、サンドブラストグ
　　　　　　ラスづくり、科学工作　など
◆参加対象　40名　（定員を超える場合は抽選）
◆申込方法　はがき・電話・ＦＡＸでとちぎ海浜自然の家
　　　　　　へ申し込んでください。
◆締　　切　平成25年12月18日

◆期　　日　平成26年１月25日　～26日　（１泊２日）
◆内　　容　全体活動：あんこうの吊るし切り実演
　　　　　　選択活動Ⅰ：海浜あんこうウルトラクイズ、
　　　　　　マンボウキーホルダーづくり
　　　　　　選択活動Ⅱ：塩づくり＆つぼ焼きいも、サン
　　　　　　ドブラストグラスづくり、貝笛づくり、ぐに
　　　　　　ゃぐにゃだこづくり、たこあげ、グラウンド
　　　　　　ゴルフ（荒天時はスポーツ館活動）
◆参加対象　栃木県民一般　約250名（定員を超える場合
　　　　　　は抽選）
※夕食時の特別食、２日目の昼食を希望した場合には、別
途料金が加算されます。
◆申込方法　はがき・電話・ＦＡＸで直接施設へ申し込ん
　　　　　　でください。
◆締　　切　平成25年12月24日

－記入事項－
事業名・代表者氏名・郵便番号・住所・電話番号・参加希
望者の氏名・年齢（学年）
（申込み１件で１グループ10名までの応募可能）
◆参 加 費　大人：5,000円、高校生：3,600円
　　　　　　中学生：2,800円、小学生：2,600円
　　　　　　３歳以上学齢前：1,800円、３歳未満：300円
◎申込・問合せ先
　　とちぎ海浜自然の家（指導課　担当　宍戸・出口）
　　〒311－1412　茨城県鉾田市玉田336―2　
　　　　0291－37－4004　FAX0291－37－4008
　　　ホームページ
　　　http：//homepage3.nifty.com/tochigikaihin/

とちぎ海浜自然の家・栃木県子ども総合科学館連携事業

しし  ど         で ぐち

自動車事故に遭われた方と
中学校までの交通遺児のために
自動車事故に遭われた方と
中学校までの交通遺児のために

壬生町カルタ好評販売中です。１セット500円です。
販売場所　町教育委員会、壬生中央公民館、稲葉地区公民館、南犬飼地区公民館、生涯学習館

問合せは町生涯学習課 （　 81－1873）　

「家族で星空観察」と「海浜の旬・あんこう」の両事業とも
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　栃木県立学悠館高等学校では平成26年度入学生募集につ
いての説明会を実施します。学悠館高校は定時制課程と通
信制課程を併設した単位制高校です。定時制課程は午前、
午後、夜間の時間帯から自分に合った時間帯を選んで学ぶ
ことができます。通信制課程は、毎週１回のスクーリング
とレポート作成を中心に自学自習で勉強します。学悠館高
校は、それぞれの生徒のライフスタイルを活かすことので
きる新しい学校です。
　学校の概要と、入学・転入学・編入学試験についての説
明会を、下記のように開催します。
○日　　時　第１回　12月４日
　　　　　　第２回　平成26年１月29日
　　　　　　　　　　14：00～14：20　受付
　　　　　　　　　　14：20～15：00　校舎見学
　　　　　　　　　　15：10～16：10　学校概要・入試説明
　　　　　　　　　　16：20～     個別懇談（希望者）
○会　　場　栃木県立学悠館高等学校
　　　　　　〒328－8558　栃木市沼和田町２－２
　　　　　　※駐車場がありませんので、公共の交通機関
　　　　　　　を利用してください。
○対 象 者　本校入学・転入学・編入学希望者、保護者等
○申込方法　各実施日の前日までに、FAXか電話で直接
　　　　　　申し込んでください。
○入学者募集定員　定時制課程　Ⅰ部（午前の部）普通科　80名
　　　　　　　　　　　　Ⅱ部（午後の部）普通科　80名
　　　　　　　　　　　　Ⅲ部（夜間の部）普通科　40名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商業科　40名
　　　　　　通信制課程　総定員　450名
○転入学・編入学定員　
　　　　　　定時制課程　60名（普通科・商業科）
　　　　　　通信制課程　総定員の範囲内
　※中学生と転入学希望者は、現在籍校に連絡しておいて
　　ください。なお、質問のある方は、下記の連絡先まで
　　お問い合わせください。
　※入学者募集定員は見込みです。今後変更になる場合も
　　あります。
◎問合せ先　栃木県立学悠館高等学校　担当　大塚雅之
　　　　　　　20－7073　FAX24－9299

　栃木県では、大学生等（大学・短大・専門学校等）の保
護者で県内在住の方を対象に「大学生等の保護者のための
就職ガイダンス」を開催します。
　参加を希望する方は、電話にて参加予約を受付けますの
で、労働政策課028－623－3224までお申込みください。（先
着100名）
○日時・場所　12月13日　　13：30～16：00　栃木県庁　　
　　　　　　　東館４階講堂（宇都宮市塙田1－1－20）
◎問合せ先　栃木県産業労働観光部労働政策課
　　　　　　　雇用対策担当　　028－623－3224

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～

　

　全国各地で大雨や竜巻による災害が多発しています。
被災地でボランティア活動をされる場合は、必ず現地に
設置されている災害ボランティアセンターに事前に連絡
し、ボランティア活動への参加方法や注意点について確
認してください。各地の災害ボランティアセンターの連
絡先は、全国社会福祉協議会　被災地支援・災害ボラン
ティア情報ホームページから確認できます。
URL：http：//www.saigaivc.com/
　また、備えとして、ボランティア活動保険に加入しま
しょう。加入する際には被災地の負担を少しでも軽減さ
せるため、原則として居住地（または出発地）等の社会福
祉協議会での加入をお願いいたします。これにより出発
地からの補償が担保されます。
　なお、壬生町社会福祉協議会では、壬生町内在住（も
しくは壬生町内を拠点に活動するグループに所属する会
員等）の方に対し、保険料（天災型Aタイプ）を全額負担
しています。
◎問合せ先　（福）壬生町社会福祉協議会　　82－7899

　東京都での台風災害に伴いまして、日本赤十字社ではこ
の被災者に対する義援金の受付を実施することになりまし
たので、皆様のご協力をお願いいたします。
○義援金の受付と送金について
　「日本赤十字社栃木県支部受付」
○受付期間　平成26年１月31日
　①足利銀行　県庁内支店　
　　口座番号：普通　17559　
　　名　義　：日本赤十字社栃木県支部
　②栃木銀行　本店　　　
　　口座番号：普通　1403453
　　名　義　：日本赤十字社栃木県支部
※足利銀行及び栃木銀行の本・支店窓口から緑色枠の日赤
　栃木県支部作成の振込依頼書を利用ください。振込手数
　料が無料になります。
※用紙の義援金名欄に「伊豆大島台風」と必ず記入してく
　ださい。
※受領証を希望される場合は備考欄に「受領証希望」と併
　せてお書き添えください。
※この「義援金」につきましては、上記振込先に振込んで
　いただくか、日赤壬生町分区（壬生町社会福祉協議会）
　の窓口に直接お持ちください。
◎受付窓口・問合せ先
　日本赤十字社壬生町分区（町保健福祉センター内）
　　82－7899

被災地でのボランティア活動
（保険）について

被災地でのボランティア活動
（保険）について

栃木県立学悠館高等学校
説明会の開催

おおつかまさゆき

「大学生等の保護者のための
　就職ガイダンス」を開催します

町民の歌ＣＤ絶賛発売中　１枚　500円
ご家族で１枚　覚えて歌おう！！　中央公民館・稲葉地区公民館・南犬飼地区公民館・役場総合政策課で販売中

詳しくは　町総務部総合政策課情報広報係（　81－1814）　



6

《肺炎球菌ワクチンとは》
・肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し重症化を防ぎ
　ます。
・接種してから免疫（抗体）ができるまで、平均でおよそ
　３週間ほどかかります。
・１回の接種で５年以上免疫が持続すると言われています。
・季節を問わず接種可能です。
○対 象 者　壬生町に住所を有する満70歳以上の方。
　　　　　　＊接種日に満70歳になっていること。
　　　　　　＊生涯１回の助成なので、過去に助成を受け
　　　　　　たことがある方は対象外です。
○実施期間　通年
　　　　　　＊町民生部健康福祉課健康増進係にて受診券
　　　　　　を交付いたします。
　　　　　　電話で申し込むか直接窓口にお越しください。
○実施場所　町内の委託医療機関
　　　　　　＊必ず予約してから接種して下さい。なお接
　　　　　　種当日は必ず受診券と健康保険証をご持参く
　　　　　　ださい。
　　　　　　＊町内の医療機関での接種が困難な方は健康
　　　　　　増進係までお問い合わせください。
○費　　用　医療機関により異なります。
　　　　　　＊町は3,500円を助成いたします。
　　　　　　＊接種費用から3,500円を差引いた金額を医療
　　　　　　機関の窓口でお支払いください。
◎問合せ先　町民生部健康福祉課健康増進係　　81－1885

　12月11日～31日まで、「年末の交通安全県民総ぐるみ運動」
と「地域安全運動（防犯運動）」が実施されます。
　特に年末においては、事件事故が多発する傾向にあるこ
とから、12月中に「防犯診断」「街頭啓発活動」を実施します。
　診断内容は、自転車・バイク・自動車の施錠確認ですが、
診断実施にかかわらず、防犯には常日頃からの心がけをお
願いします。
○交通安全運動の重点
　１. スピードダウン運動の推進
　２. 子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動の推進
　　　（３Ｓ＝ＳＥＥ，ＳＬＯＷ，ＳＴＯＰ）
　３. 飲酒運転の根絶
○地域安全運動
　１. 各町内で防犯診断を実施します。
　２. 町内スーパーマーケット、コンビニで街頭広報を実
　　施します。
◎問合せ先　町民生部生活環境課くらし安心係　　81－1826

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○対 象 者　町内に住民票がある方で
　　　　　　・満65歳以上の方（昭和23年12月31日以前に
　　　　　　生まれた方）
　　　　　　・昭和23年10月１日～昭和23年12月31日の間
　　　　　　に生まれた方は満65歳になってから受けてく
　　　　　　ださい。
　　　　　　・満60歳から65歳未満の方で心臓、腎臓、若
　　　　　　しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィル
　　　　　　スによる免疫機能に障がいを有する方で身体
　　　　　　障害者手帳１級を保持する方。
○実施期間　平成25年10月１日～平成26年２月28日
○実施場所　町内の委託医療機関
　　　　　　＊予約してお受け下さい。接種当日は必ず健
　　　　　　康保険証をご持参ください。
　　　　　　なお、施設入所者等で、町内の医療機関での
　　　　　　接種が困難な方は下記にお問い合わせください。
○費　　用　１回目のみ自己負担額1,000円
　　　　　　（医療機関にお支払い下さい）
　　　　　　生活保護受給世帯の方は費用を助成します。
　　　　　　接種前に必ず町健康福祉課健康増進係に申請
　　　　　　してください。
○そ の 他　流行前（11月～12月中旬）に受けることが望
　　　　　　ましいです。
　　　　　　対象者に対しての個別通知はありません。
◎問合せ先　町民生部健康福祉課健康増進係　　81－1885

　国連が世界人権宣言を採択した12月10日　は「人権デ
ー」です。これを受け12月４日　～10日　までを「人権週
間」と定め、人権尊重思想の普及高揚に努めていくため、
壬生町人権擁護委員協議会では、人権週間にあわせ啓発活
動を実施します。
□街頭啓発　12月６日　　午前中　町内２ヶ所
□特設人権相談所　12月６日　　13：00～15：00
　　　　　　町保健福祉センター和室２階
◎問合せ先
　壬生町人権擁護委員協議会（町生活環境課内）　81－1826

　東雲公園ふれあい交流館の露天風呂を
下記の期間休止いたします。
　利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解
いただきますようお願いいたします。
○休止期間　12月１日～平成26年３月31日
※屋内浴室につきましては、これまでどおりご利用いただ
　けます。

・特設人権相談所の開設

年末の交通・地域安全運動の実施

第65回人権週間

高齢者のインフルエンザ
予防接種実施中です

なつかしの「みぶ町政だより・広報みぶ」縮刷版　販売中
昭和53年～平成元年　広報みぶ縮刷版　　　　3，000円
詳しくは　町総務部総合政策課情報広報係（　81－1814）
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　平成25年度より、健診の申込書の配布をせず、直接お電話でお申し込みいただく形となりました。まだ、健診を受診・
申し込みしていない方はぜひお申し込みください。
　今年度の集団健診は12月で終わりになります。受け忘れのないようにご注意ください。

※特定健診は、国民健康保険以外の保険者に加入している方の扶養で、受診券をお持ちの方でも受診することができます。
※６５歳以上の方は、特定健診と後期高齢者健診を町内の医療機関でも受診することができます。（２月末まで）
※子宮頸がん検診は木村婦人科医院かクララクリニックでも受診することができます。（１月末まで）
※平成２６年３月３１日（平成２５年度末）の年齢となります。
※町民税非課税世帯の方及び生活保護受給世帯の方は無料になりますので、必ず健診申込み時にお伝えください。該
　当しなかった場合は、後日連絡いたします。

平成２６年度の集団健診のお申込みは、引き続き直接お電話でのお申込みになります。お申し込みに
ついての案内は、平成２６年１月２３日号のお知らせ版に添付、町ホームページへの掲載、各出張所・
施設に設置いたしますので、ご確認ください。

【申込み方法】
　下記をよく読み、健康福祉課健康増進係（　81－1885）に電話にてお申込みください。また、同世帯のご家族分も
一緒にお申込みください。

【平成２５年度　集団健診日程表】

※男女とも受診できる日、女性のみ受診できる日（女性の日）があります。

【平成２５年度　集団健診日程表】

年　月　日

健診項目 対象者及び内容 個人負担金

1,000円

1,000円
300円
900円
300円

個別1,800円 集団1,400円
＊奇数年齢の方 
　集団：4,515円

800円
＊奇数年齢の方2,730円

1,100円
＊奇数年齢の方3,675円

300円
＊対象年齢外の方

1,050円

300円
600円
100円
400円

無料

特定健診（国保）

後期高齢者健診

子宮頸がん検診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検査

骨密度測定

乳がん検診
（２種類あります
が受診できるのは
１つです）

胃がん検診
肺がん検診

肺がん+喀痰検診
大腸がん検診

曜 会　　場
男性が受診できる日 女性が受診できる日

特定・後期高齢者・胃・肺・大腸・子宮・乳・
前立腺・肝炎・骨密度

12月10日
12月12日
12月16日
12月17日

保健福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター

○

○

○
○
○
○

火
木
月
火

問診、腹囲・身体測定、血圧・尿検査（糖・蛋白・潜血）、血液検査（コレステロール・肝機能・血糖・貧血）、心電図、眼底　
集団　　40～74歳までの男女個別　　65～74歳までの男女

内容は特定健診から腹囲を除いたもの
40歳以上の男女…胃部X線間接撮影
40歳以上の男女…胸部X線間接撮影
40歳以上の男女…胸部X線間接撮影・喀痰検査
40歳以上の男女…検便2日法

20歳以上の女性で年度末に偶数年齢の方…子宮頸部細胞の検査
＊ただし、奇数年齢の方でも右記費用（実費）にて受診可能

30歳以上の女性で年度末に偶数年齢の方…超音波検査・視触診

50歳以上の男性…血中PSA値血液検査
40歳以上の男女で今までに検査を受けたことがない方B型・C型ウイルス血液検査

40歳以上の女性で年度末に偶数年齢の方…マンモグラフィー（X線）・視触診
＊ただし、奇数年齢の方でも右記費用（実費）にて受診可能

年度末に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性の方…骨の骨塩量を測定
＊ただし、対象年齢外の方(80歳まで）でも右記費用にて受診可能

B型ウイルスのみ
C型ウイルスのみ

集団 75歳以上の男女個別 75歳以上の男女

町役場健康福祉課健康増進係　　0282－81－1885　ＦＡＸ0282－81－1121問い合わせ先
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　専門医等による医療相談を下記のとおり開催します。
どうぞお気軽にご利用ください。
○開催場所　とちぎリハビリテーションセンター　１階　相談室
　〈第18回〉
○開催日時　平成25年12月８日　　９：30～12：30
○対象疾患　視覚系疾患
　　　　　　網膜色素変性症・難治性視神経症　　　　　
　　　　　　・加齢黄斑変性　
○担当医師　自治医科大学付属病院　　　　　　　　　　
　　　　　　眼科　牧野伸二　医師
　〈第19回〉
○開催日時　平成25年12月14日　　13：00～16：00
○対象疾患　皮膚・結合組織系疾患
　　　　　　強皮症・好酸球性筋膜炎・硬化性萎縮性苔癬
　　　　　　・混合性結合組織病・神経線維腫症Ⅰ型（レ
　　　　　　ックリングハウゼン病）・神経線維腫症Ⅱ型・
　　　　　　　結節性硬化症（プリングル病）・表皮水疱症・
　　　　　　　膿疱性乾癬・天疱瘡・重症多形滲出性紅斑（急
　　　　　　性期）・色素性乾皮症・先天性魚鱗癬様紅皮症
○担当医師　自治医科大学付属病院
　　　　　　皮膚科　小宮根真弓　医師
※ご相談は予約制です。事前に下記まで、ご連絡をお願い
　します。
◎連 絡 先　とちぎ難病相談支援センター　
　　　　　　　028－623－6113
　　　　　　（月～金　10：00～12：00　13：00～16：00）

○対　象　者　壬生町に在住又は壬生町内の事業所に勤務
　　　　　　　して、高齢者を介護している家族の方
○参　加　費　無料
○申 込 期 限　12月10日
◎申込・問合せ先

 　壬生南地区地域包括支援センター…　82－2119
 　壬生町役場健康福祉課高齢福祉係…　81－1830

Ｑ１．パート収入やアルバイト収入で103万円を超えると

　　　税金が課税されるのですか？

Ａ１．所得税に関しては、他に所得控除がなければ103万

　　　円を超えると課税されます。収入が103万円以下な

　　　ら所得税はかかりません。

　　　※住民税に関しては、壬生町の場合、93万円を超え

　　　　ると均等割4，700円が課税されます。また100万円

　　　　を超えると所得割が課税されます。

　　　※住民税（町県民税）の仕組みは均等割と所得割に

　　　　よる課税になっています。

　　　　均等割………一定額以上の所得のある方に、均一

　　　　　　　　　　に課税される税です。

　　　　所得割………その方の所得金額に応じて負担する

　　　　　　　　　　金額の異なる税です。

Ｑ２．パート収入やアルバイト収入が103万円を超える家

　　　族を控除対象扶養親族（又は控除対象配偶者）とす

　　　ることはできないのですか？

Ａ２．103万円を超えると、控除対象扶養親族（又は控除

　　　対象配偶者）となることはできません。

　　　ただし、配偶者の場合に限り、収入金額が103万円

　　　を超え、141万円未満であれば、配偶者特別控除（所

　　　得税で３～38万円、住民税で３～33万円）が受けら

　　　れます。収入が増えるごとに配偶者の受けられる控

　　　除の額は徐々に減少します。

　　　※配偶者特別控除は、夫の合計所得が1,000万円を

　　　　超えると受けられません。

Ｑ３．税金の扶養控除を受けることができなくなると、社

　　　会保険の扶養も取消になるのですか？

Ａ３．税の扶養と、社会保険の扶養に加入する場合の収入

　　　額の判定基準は違います。

　　　社会保険の扶養に加入する場合は、一応の限度額は

　　　収入で130万円（パート収入、失業保険などの合計額）

　　　ですが、社会保険の扶養の認定は全国健康保険協会（協

　　　会けんぽ）および勤務先の会社等が行いますので、

　　　詳しくは勤務先の会社等にお問い合わせください。

◎問合せ先　町総務部税務課町民税係　　81－1817

まき  の  しん  じ

こ    み    ね    ま   ゆみ

はま  の         てつ ろう

とちぎ難病相談支援センター
医療相談のお知らせ

在宅高齢者家族介護教室を開催します。

日　時

12月13日
10：00
　～12：00

場　所 テーマ

グループホー
ム元気内、
「地域交流室」
（壬生甲2224-1）

「大切な命を守るため
に～救命処置の方法を
学びませんか？～」
講師　救急救命士　　
　　　濱野　哲郎　氏

●パート収入、アルバイト収入、扶養について‥‥

所得税、住民税Ｑ＆Ａ
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○特別徴収制度とは

　給与所得者の個人町県民税については、地方税法の規定
により、給与支払者（事業者）が給与の支払いをする際に、
毎月徴収して、市町村に納入しなければなりません。
○特別徴収のメリット

　従業員の方が金融機関や役場等の窓口に出向いて納税す
る手間が省けます。また、特別徴収は納期が年１２回なの
で、年４回の普通徴収に比べて１回あたりの納税額が少な
くてすみます。
　個人町県民税の税額計算は町が行います。給与支払者（事
業者）が税額を計算する必要はありません。
※現在、特別徴収を行っていない給与支払者（事業者）に、
　個人町県民税の特別徴収を来年度から実施いただくよう、
　10月と11月を重点取組期間に定めて全県下一斉に指導を
　しております。
※所得税は給与から源泉徴収しているが、個人町県民税は
　特別徴収していないような場合には、県税事務所の協力
　を得て、個人町県民税の特別徴収を行っていただくよう、
　給与支払者（事業者）に指導をさせていただくことがあ
　ります。
◎問合せ先　町総務部税務課町民税係　　81－1817

　ファーストクラブ主催の黄色いハンカチパーティー（お
見合いパーティー）も第20回を迎えました！
　クリスマスまでもうすぐ！素直な気持ちでパートナーを
探してみませんか？今年の冬はすてきなクリスマスを！！
○日　　　時　12月７日　　13：30受付開始
○場　　　所　壬生町商工会館
○参 加 資 格　28歳～45歳までの独身者
○定　　　員　男女とも30名
○主　　　催　ファーストクラブ
○後援・協賛　壬生町・壬生町商工会
◎問 合 せ 先　ファーストクラブ事務局
　　　　　　　　090－4959－8746（担当：山川）

※参加費用、申込方法等は直接お問い合わせください。

　平成25年度の自主講座「南犬飼句会」は、森絹枝先生を
講師として、会員15名（女子11名、男子４名）が、毎月１
回楽しく充実した句会を開き、10月に終了いたしました。
　来年（平成26年）も、更に仲間を増やして、楽しく俳句
を勉強したいと思います。是非、皆さんご参加ください。
○開催日時　平成26年１月～10月まで
　　　　　　毎月第１土曜日　13：30～15：30
○会　　費　１ヶ月1,000円程度
○会　　場　南犬飼地区公民館
◎連 絡 先　佐々木　顕　　86－6876

　税務署では、青色申告決算書や白色収支内訳書の作成方
法や作成に当たっての注意点などについて、次のとおり説
明会を開催いたします。

　なお、説明会で使用する資料は、当日、会場で配布いた
します。
　講師は、税務署職員又は税務署が依頼した税理士が行い
ます。
（注）記帳制度適用者とは、前年又は前々年の不動産所得、
　　　事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を
　　　超える白色申告者をいいます。
※不動産所得のある方の説明会の開催予定はありませんが、
　適宜上記のいずれかの説明会にご出席いただけます。
　ご不明の点につきましては、お気軽にお問い合わせくだ
　さい。
◎問合せ先

　栃木税務署　個人課税第一部門　　22－0885（代表）
自動音声案内で「２」をお選びください。

もり きぬ   い

さ   さ    き        あきら

南犬飼地区公民館楽しい俳句の会自主講座

対　　　象 開催日 開催時間 開催会場

青色
申告者

農業所得
関　　係

10：00
～12：00

14：00
～16：00

10：00
～12：00

14：00
～16：00

12月５日
　

12月６日
　

農業所得
関　　係

営業所得
関　　係

営業所得
関　　係

白色
記帳制度
適用者
（注）

栃木市文化会館
小ホール
栃木市旭町
12－16

第20回 黄色いハンカチパーティー
参加者募集参加者募集

第20回 黄色いハンカチパーティー
参加者募集

事業主の皆さん
従業員の個人町県民税は特別徴収
（給与天引き）で納めましょう
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　農道整備工事を下記の箇所で行います。工事期間中は
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたしま
す。
○場　　所　①大字羽生田地内
　　　　　　②大字下稲葉地内
○期　　間　①11月下旬～１月下旬
　　　　　　②11月下旬～３月中旬
◎問合せ先　町経済部農政課農村保全係　　81－1839
●工事案内図
（羽生田地区）

（下稲葉地区）

　農業集落排水の管路工事を下記のとおり行います。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いし
ます。
○工 事 名　農業集落排水事業　黒川東部地区　管路工事
○場　　所　大字羽生田・福和田地内（工事案内図参照）
○工　　区　①第11工区・②第12工区・③第13工区・
　　　　　　④第14工区・⑤第15工区・⑥第16工区
○期　　間　①11月下旬～平成26年１月下旬
　　　　　　②11月下旬～平成26年３月中旬
　　　　　　③・⑤11月上旬～平成26年３月中旬
　　　　　　④11月下旬～平成26年２月下旬
　　　　　　⑥11月下旬～平成26年２月中旬
◎問合せ先　町建設部下水道課集落排水係　　81－1841
●工事案内図
（羽生田地区）

（福和田地区）

農道整備工事の
お知らせ

農業集落排水
管路工事のお知らせ


